
県営住宅入居者等異動手続きについて

異動手続きの流れ及び必要な書類等：

県営住宅に住んでいる方で、家族構成に変動（出生、氏名変更、転居、離婚、死亡等）があった場合は、すみ
やかに住宅供給公社へ必要な書類を提出してください。また、子供が生まれたり、世帯員が転出することにより、
所得区分が変動し、家賃が変更されることがありますので、必ず「収入認定に対する意見書［書類７］」を提出し
てください。

step

① 書類のダウンロード

step

② 各書類に記入

step

③ 書類の添付

step

④ 住宅供給公社へ郵送

☆県営住宅入居者等異動届 [書類５]
☆収入認定に対する意見書 [書類７]

申請者の記入欄は提出年月日と各書類の太枠内の欄です。もれなくご記入ください。

出生、氏名変更の場合：

転出の場合：

離婚により配偶者が転出した場合：

死亡した場合：

＊必要に応じて上記の書類の他に、別の書類を提出していただく場合があります。

［書類５］・［書類７］と異動があったことを証明できる書類を添付し提出してください。

★家族全員の住民票

★転出した方の住民票、又は除票

★転出した配偶者の住民票、または除票
★契約者の戸籍謄本（外国籍の方は離婚証明書）

★お亡くなりになった方の住民票、又は除票（外国籍の方は死亡証明書）

営業時間 ８：３０～１７：１５（土・日曜日・祝日を除く）

東部支所
東部支所富士出張所
住宅サービス課
西部支所

静岡県住宅供給公社
Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha

℡（０５５）９２０－２２７１
℡（０５４５）５５－２８１７
℡（０５４）２５５－４８２４
℡（０５３）４５５－００２５

書類の提出先は県営住宅を管轄する住宅供給公社へ送付してください。

〒 430 - 0929

浜松市中央区中央１丁
目１２-１

県浜松総合庁舎９階

静岡県住宅供給公社
西部支所 宛

東部支所住宅サービス課（中部）西部支所

〒 410-0055

沼津市高島本町１-３
県東部総合庁舎

本館２階

静岡県住宅供給公社
東部支所 宛

〒 417-8601

富士市永田町１丁目
１００

富士市役所５階南側

静岡県住宅供給公社
富士出張所 宛

〒 420-0853

静岡市葵区追手町
９-１８

静岡中央ビル９階

静岡県住宅供給公社
住宅サービス課 宛

富士出張所(富士・富士宮）



様式第９号（第１１条関係）

      年          月          日

次のとおり異動が生じたので、届け出ます。

１ 出生

フリガナ

（添付書類） 戸籍抄本、住民票等出生を証明する書類

２ 氏名の変更

フリガナ

フリガナ

(添付書類) 戸籍抄本、住民票等氏名の変更を証明する書類

3 転出又は死亡

フリガナ

フリガナ

（添付書類） 戸籍抄本、住民票、死亡診断書等転出又は死亡を証明する書類

転出（死亡）年月日入居者との続柄

転出（死亡）年月日

氏名

氏名 年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

氏名

フリガナ 入居者との続柄 性別

静 岡 県 住 宅 供 給 公 社 理 事 長 様

住宅名

女

本籍（国籍）

入居者との続柄

新

本籍（国籍）

生年月日

氏名 年　　月　　日

氏名新

氏名旧

旧

氏名

氏名

県営住宅入居者等異動届

入居者氏名

電話番号

静 岡 県 知 事 様

                              団地                 棟              号室

男 女

男年　　月　　日

生年月日

入居者との続柄 性別

書類５



様式第５ 号(第７ 条関係)

      年          月          日

次のとおり、収入の認定額を更正してください。

同居者の変動
内容

収入の変動
内容

その他の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
内容

備考　　所得証明書その他の意見の理由及び内容を証明する書類を添付してください。

電話番号

住宅名                               団地                 棟              号室

入居者氏名

収入認定に対する意見書

静 岡 県 知 事 様

書類７


